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貿
易
と
関
税 

総
目
次 

（
二
〇
〇
八
年
一
月
～
一
二
月
号
） 

   

（
注
）
［１
／
20
］と
あ
る
の
は
、
一
月
号
二
〇
ペ
ー
ジ
を
指
す
。 

 

【単
発
・特
集
等
】 

◎
ベ
ン
チ
ャ
ー
か
ら
み
た
ア
メ
リ
カ
（田
代
泰
久
） 

﹇
１
／
４
﹈ 

◎
経
済
連
携
協
定
（Ｅ
Ｐ
Ａ
）の
現
状
と
課
題 

│
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
さ
ら
な
る
拡
大
と
深
化
に
向
け
て
│
（中
嶋 

康
） 

﹇
１
／
８
﹈ 

◎
「
ブ
ラ
ジ
ル
コ
ス
ト
」
の
歴
史
的
背
景
と
コ
ス
ト
削
減
と
展
望 

│
未
熟
な
「
福
祉
国
家
」
の
税
源
涵
養
策
│
（山
崎
圭
一
） 

﹇
１
／
28
﹈ 

◎
第
７
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｍ
（ア
ジ
ア
欧
州
会
合
）関
税
局
長
・
長
官
会
合
（井
田
直
樹
） 

﹇
１

／
55
﹈ 

◎
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
の
輪
郭
（上
）
（飯
田
健
雄
）
［
１
／
62
］ 

◎
貿
易
自
由
化
が
も
た
ら
す
雇
用
へ
の
影
響
と
社
会
保
障
（石
塚
哲
也
） 
﹇
２
／
13
﹈ 

◎
「
10
＋
２
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
」
に
関
す
る
プ
ロ
ポ
ー
ズ
ド
・
ル
ー
ル

に
つ
い
て
（Jo

sep
h
 W

h
itlo

ck

） 

 

﹇
２
／
28
﹈ 

◎
米
国
国
土
安
全
保
障
省
（
Ｄ
Ｈ
Ｓ
）に
よ
る
米
国
向
け
コ
ン
テ
ナ
全
量
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
施
策
と
Ｓ
Ｆ
Ｉ
に
つ
い
て
の
一
考
察
（平
井
一
海
） 

﹇
２
／
30
﹈ 

◎
第
１
回
日
中
韓
関
税
局
長
・
長
官
会
議 

│
知
的
財
産
作
業
部
会
に
つ
い
て
│
（鴨 

成
彰
） 

﹇
２
／
57
﹈ 

◎
Ａ
Ｅ
Ｏ
と
今
後
の
関
税
政
策
（青
山
幸
恭
） 

﹇
３
／
４
﹈ 

◎
ロ
シ
ア
経
済
の
長
期
展
望 

│
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
の
中
の
ロ
シ
ア
│
（久
保
庭
真
彰
） 

﹇
３
／
18
﹈ 

◎
日
本
の
原
産
地
規
則
の
概
要 

│
比
較
分
析
篇
（
第
二
編
）第
２
回
（
上
川
純
史
） 

﹇
３
／
39
﹈ 

◎
米
国
税
関
、
関
税
評
価
方
式
の
変
更
を
提
案
（Jo

sep
h
 W

h
itlo

ck

） 

﹇
３
／
54
﹈ 

◎
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
の
輪
郭
（中
）
（飯
田
健
雄
） 

﹇
３
／
56
﹈ 

◎
日
本
・
Ｅ
Ｕ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｅ
Ｐ
Ａ
を
考
え
る
・
１
（朝
倉
弘
教
・
松
村
敦
子
） 

﹇
４

／
４
﹈ 

◎
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
課
題
・
１
（山
下
英
次
） 

﹇
４
／
42
﹈ 

◎
日
本
経
済
の
ゆ
く
え 

│
ド
ル
と
の
心
中
で
輸
入
イ
ン
フ
レ
の
恐
れ
│
（水
谷
研
治
） 

﹇
５
／
４
﹈ 

◎
日
本
・
Ｅ
Ｕ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｅ
Ｐ
Ａ
を
考
え
る
・
２
（朝
倉
弘
教
・
松
村
敦
子
） 

﹇
５

／
10
﹈ 

◎
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
課
題
・
２
（山
下
英
次
） 

﹇
５
／
30
﹈ 

◎
仏
名
門
銀
、
金
融
詐
欺
で
窮
地
に 

│
地
域
差
別
が
犯
罪
の
温
床
か
│
（藤
原
豊
司
） 

﹇
５
／
63
﹈ 

◎
日
本
・
Ｅ
Ｕ
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
／
Ｅ
Ｐ
Ａ
を
考
え
る
・
３
（朝
倉
弘
教
・
松
村
敦
子
） 

﹇
６

／
４
﹈ 

◎
「
多
国
間
シ
ン
グ
ル
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
展
開
」
に
つ
い
て
（上
）（長
瀬 

透
） 

﹇
７
／

４
﹈ 

◎
東
ア
ジ
ア
共
同
体
の
課
題
・
３
（山
下
英
次
） 

﹇
７
／
17
﹈ 

◎
Ｅ
Ｕ
関
税
法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
う
認
定
事
業
者
制
度
（Ａ
Ｅ
Ｏ
）の
導
入
（石
嶋 

弘
／
儀
賀
良
之
） 

﹇
７
／
43
﹈ 

◎
ポ
ス
ト
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
中
国
経
済
（関 

志
雄
） 

﹇
８
／
４
﹈ 

◎
「
多
国
間
シ
ン
グ
ル
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
展
開
」
に
つ
い
て
（下
）（長
瀬 

透
） 

﹇
８
／

30
﹈ 

◎
欧
州
の
輝
け
る
星
「
ユ
ー
ロ
」 

│
第
２
の
国
際
通
貨
へ
着
々
実
績
│
（藤
原
豊
司
） 

﹇
８
／
46
﹈ 
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◎
新
政
権
ロ
シ
ア
の
内
外
政
策 

│
プ
ー
チ
ン
か
ら
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
へ
│
（下
斗
米
伸
夫
） 

﹇
９
／
４
﹈ 

◎
我
が
国
に
お
け
る
Ａ
Ｅ
Ｏ
制
度
の
推
進
と
今
後
の
課
題
（上
斗
米
明
） 

﹇
９
／
16
﹈ 

◎
関
税
同
盟
の
さ
ら
な
る
発
展
に
向
け
た
戦
略
（中
村
匡
志
） 

﹇
10
／
26
﹈ 

◎
政
府
が
国
民
へ
の
物
資
供
給
及
び
産
業
保
護
に
関
与
す
る
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
関
税

率
構
成
・
Ⅰ
（堀 

琢
磨
） 

﹇
10
／
31
﹈ 

◎
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
と
ド
ル
相
場
の
行
方
（竹
中
正
治
） 

﹇
11
／
４
﹈ 

◎
天
然
資
源
・
食
料
輸
出
制
限
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
体
制
（松
下
満
雄
） 

﹇
11
／
17
﹈ 

◎
貿
易
機
関
の
日
米
比
較
史
（
１
） 

│
国
際
貿
易
委
員
会
（Ｉ
Ｔ
Ｃ
）を
軸
と
し
て
│
（小
山
久
美
子
） 

﹇
11
／
30
﹈ 

◎
貿
易
機
関
の
日
米
比
較
史
（
２
） 

│
国
際
貿
易
委
員
会
（Ｉ
Ｔ
Ｃ
）を
軸
と
し
て
│
（小
山
久
美
子
） 

﹇
12
／
16
﹈ 

◎
政
府
が
国
民
へ
の
物
資
供
給
及
び
産
業
保
護
に
関
与
す
る
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
関
税

率
構
成
・
Ⅱ
（
堀 

琢
磨
） 

﹇
12
／
26
﹈ 

 

【連
載
等
】 

■
潮
流
（島
田
克
美
） 

237
・
ほ
ど
よ
く
生
き
る
人
々
を
増
や
す
た
め
に 

﹇
１
／
２
﹈ 

238
・
生
活
者
重
視
と
政
府
の
役
割 

﹇
２
／
２
﹈ 

239
・
金
融
・
資
本
市
場
発
の
負
の
連
鎖
、
日
米
の
課
題 

﹇
３
／
２
﹈ 

240
・
二
十
年
間
の
世
界
経
済
の
変
遷
を
想
う 

﹇
４
／
２
﹈ 

241
・
平
成
経
済
の
再
構
築
は
で
き
る
か 

﹇
５
／
２
﹈ 

242
・
中
国
を
隣
国
に
も
つ
こ
と
の
禍
福 

﹇
６
／
２
﹈ 

243
・
市
場
主
義
と
官
・
業
保
身
の
ミ
ッ
ク
ス
へ
の
反
発
広
が
る 

﹇
７
／
２
﹈ 

244
・
新
た
な
危
機
に
立
ち
向
か
う
ア
ジ
ア
経
済 

﹇
８
／
２
﹈ 

245
・
格
差
社
会
が
直
面
す
る
物
価
高
と
対
応
策 

﹇
９
／
２
﹈ 

246
・
ロ
シ
ア
復
活
に
対
す
る
待
と
警
戒
を
め
ぐ
っ
て 

﹇
10
／
２
﹈ 

247
・
問
わ
れ
る
金
融
恐
慌
後
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
構
想 

﹇
11
／
２
﹈ 

248
・
ア
メ
リ
カ
で
の
チ
ェ
ン
ジ
と
対
照
的
な
日
本
の
混
迷 

﹇
12
／
２
﹈ 

■
グ
ロ
ー
バ
ル
商
取
引
法
と
国
際
商
事
仲
裁
（新
堀 

聰
） 

各
論
（８
）貿
易
実
務
家
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
講
義
・
Ⅵ 

﹇
２
／
４
﹈ 

各
論
（８
）貿
易
実
務
家
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
講
義
・
Ⅶ 

﹇
４
／
25
﹈ 

各
論
（８
）貿
易
実
務
家
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
講
義
・
Ⅷ 

﹇
６
／
24
﹈ 

各
論
（８
）貿
易
実
務
家
の
た
め
の
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
講
義
・
Ⅸ 

﹇
８
／
20
﹈ 

各
論
（９
）ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
後
の
国
際
商
取
引
法
統
一
の
行
方
・
Ⅰ 

﹇
10
／
４
﹈ 

■
関
税
と
貿
易
の
散
歩
道
（朝
倉
弘
教
） 

３
・
あ
る
国
際
機
関
の
今
昔
物
語 

﹇
１
／
60
﹈ 

４
・
外
国
人
居
留
地
と
税
関
（上
） 

﹇
２
／
46
﹈ 

５
・
外
国
人
居
留
地
と
税
関
（中
） 

﹇
３
／
66
﹈ 

６
・
外
国
人
居
留
地
と
税
関
（下
） 

﹇
４
／
40
﹈ 

７
・
築
地
居
留
地
と
旧
東
京
税
関
（上
） 

﹇
５
／
44
﹈ 

８
・
築
地
居
留
地
と
旧
東
京
税
関
（下
） 

﹇
６
／
48
﹈ 

９
・
条
約
改
正
交
渉
と
鹿
鳴
館
時
代
（上
） 

﹇
７
／
40
﹈ 

９
・
条
約
改
正
交
渉
と
鹿
鳴
館
時
代
（下
） 

﹇
８
／
44
﹈ 

10
・
繊
維
産
業
と
低
関
税
と
女
工
哀
史
（上
） 

﹇
９
／
52
﹈ 

11
・
繊
維
産
業
と
低
関
税
と
女
工
哀
史
（中
） 

﹇
10
／
50
﹈ 

12
・
繊
維
産
業
と
低
関
税
と
女
工
哀
史
（下
） 

﹇
11
／
50
﹈ 

13
・
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
ジ
ャ
ガ
タ
ラ
お
春 

﹇
12
／
48
﹈ 

■
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
へ
の
法
的
視
座
（石
黒
一
憲
） 

199
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

28
） 

﹇
１
／
72
﹈ 

200
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

29
） 

﹇
２
／
62
﹈ 
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201
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

30
） 

﹇
３
／
68
﹈ 

202
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

31
） 

﹇
４
／
53
﹈ 

203
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

32
） 

﹇
５
／
46
﹈ 

204
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

33
） 

﹇
６
／
53
﹈ 

205
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

34
） 

﹇
７
／
55
﹈ 

206
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

35
） 

﹇
８
／
55
﹈ 

207
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

36
） 

﹇
９
／
54
﹈ 

208
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

37
） 

﹇
10
／
52
﹈ 

209
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

38
） 

﹇
11
／
52
﹈ 

210
・
国
際
課
税
と
牴
触
法
（国
際
私
法
）
（中-

39
） 

﹇
12
／
51
﹈ 

■
Ｅ
Ｕ
法
の
最
前
線 

93
・
ス
ポ
ー
ツ
く
じ
の
営
業
許
可
と
加
盟
国
の
刑
事
罰
適
用
（由
布
節
子
） 

﹇
１
／

91
﹈ 

94
・
Ｅ
Ｕ
第
三
の
柱
の
措
置
（「
共
通
の
立
場
」
）の
司
法
審
査 

│
Ｅ
Ｕ
の
テ
ロ
対
策
措
置
と
法
の
支
配
│
（中
村
民
雄
） 
﹇
２
／
83
﹈ 

95
・
Ｅ
Ｃ
条
約
第
八
二
条
に
お
け
る
市
場
支
配
的
地
位
を
有
す
る
事
業
者
の
ラ
イ
セ
ン

ス
拒
否
（多
田
英
明
） 

﹇
３
／
91
﹈ 

96
・
欧
州
逮
捕
状
枠
組
決
定
の
有
効
性
（中
西
優
美
子
） 

﹇
４
／
75
﹈ 

97
・
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
防
止
と
弁
護
士
の
守
秘
義
務
（中
西 
康
） 
﹇
５
／

75
﹈ 

98
・
課
税
所
得
か
ら
非
居
住
者
で
あ
る
親
会
社
の
た
め
に
グ
ル
ー
プ
内
の
損
失
を
控
除

す
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
す
る
国
内
法
は
Ｅ
Ｕ
法
に
反
し
な
い
と
し
た
事
例
（上
田

廣
美
） 

﹇
６
／
75
﹈ 

99
・
年
齢
差
別
の
禁
止
と
六
五
歳
定
年
退
職
制 

│P
alacio

s d
e la V

illa

事
件
│
（大
藤
紀
子
） 

﹇
７
／
75
﹈ 

100
・
第
三
国
国
民
の
家
族
合
流
と
「
他
国
で
の
事
前
の
合
法
的
滞
在
」
の
要
否
（西
連

寺
隆
行
） 

﹇
８
／
75
﹈ 

101
・
労
働
組
合
の
争
議
権
と
会
社
設
立
の
自
由
の
調
和
（橋
本
陽
子
） 

﹇
９
／
75
﹈ 

102
・
Ｅ
Ｃ
の
刑
事
立
法
権
限
の
存
在
と
限
界 

│
船
舶
源
汚
染
対
策
立
法
事
件
│
（中
村
民
雄
） 

﹇
10
／
75
﹈ 

103
・
司
法
的
保
護
の
原
則
と
加
盟
国
の
権
利
救
済
制
度
（須
網
隆
夫
） 

﹇
11
／
75
﹈ 

104
・
ド
イ
ツ
・
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
法
と
資
本
の
自
由
移
動
の
制
限 

│
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
法
事
件
│
（山
岸
和
彦
） 

﹇
12
／
72
﹈ 

■
経
済
規
制
の
国
際
的
調
和
（中
川
淳
司
） 

第
二
四
回 

﹇
１
／
17
﹈ 

第
二
五
回 

﹇
９
／
30
﹈ 

■
特
殊
関
税
と
租
税
法
律
主
義
と
の
関
係
（日
向 

爽
） 

１ 

﹇
１
／
41
﹈ 

２ 

﹇
２
／
48
﹈ 

３ 

﹇
４
／
34
﹈ 

４ 

﹇
５
／
35
﹈ 

５ 

﹇
９
／
44
﹈ 

６ 

﹇
10
／
38
﹈ 

■
補
助
金
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（浪
本
浩
志
） 

１ 

﹇
６
／
33
﹈ 

２ 

﹇
７
／
30
﹈ 

３ 

﹇
10
／
13
﹈ 

４ 
﹇
11
／
43
﹈ 

５ 
﹇
12
／
37
﹈ 


